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随 意 契 約 理 由 書

１．件 名 ２０２号浜玉地区外災害箇所調査測量作業

２．履 行 場 所 佐賀県唐津市浜玉町渕の上地先外（発注者の指示する場所）

３．契約の相手方 会 社 名： 国際技術コンサルタント㈱

住 所： 佐賀県佐賀市久保田町大字新田3797-3

電話番号： (0952)51-3711

４．随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

５．目的、内容及び随意契約に付する理由

（１）目 的

本作業は、国道２０２号浜玉地区の被災状況の調査及び災害申請に必要な測量

等を行うとともに、徳須恵川護岸崩落に伴う国道２０２号への影響について調査

を実施するため、出動要請を行うものである。

（２）理 由

本作業は、梅雨前線による降雨に伴い国道２０２号浜玉地区においてJR側法

面の崩落による国道全面を塞ぐ大規模な土砂流出が発生したため、被災状況の調

査及び災害申請に必要な測量等を行うとともに、徳須恵川護岸崩落に伴う国道２

０２号への影響について調査を実施する必要があるため、「災害時における応急

対策業務に関する基本協定」に基づき上記業者と、会計法第２９条の３第４項及

び予決令第１０２条４第３号に基づき、随意契約を行い作業の円滑な遂行を図る

ものである。

（随意契約理由書作成者）

佐賀国道事務所

管理第二課長
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